
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（あびこ後見支援センター） 

あんしん生活 

支援事業 
我孫子市委託事業（令和７年４月～） 

病院に入院・施設に入所 

一人で手続きは不安… 

頼れる親族がいないのに 

何かあったらどうしよう… 

自分が亡くなった時の手続きは 

誰がしてくれるんだろう… 

ご不安なこと、お悩みを 
ぜひご相談ください。 

TEL：04-7184-1539 

あなたにぴったりなサービスを簡単診断 

高齢や障がいのため、財産の管理や物事の判断に

不安を感じることがある 

スタート 

はい いいえ 

今、物事の判断は問題ないが、
将来に向けて、もしもの時に
備えたい 

はい いいえ 

我孫子市社会福祉協議会 

〒270-1166 

我孫子市我孫子 1861 

TEL 04-7184-1539 

Mail support@abiko-shyakyo.com 

成年後見制度 
の利用 

日常生活 
自立支援 
事業 

 
任意後見制度

の利用 

あんしん 
生活 

支援事業 

ある程度、物事の
内容を理解し、 
意思表示できる 

はい いいえ 

日常的な見守り 
急な入院などに 
対応できるよう
にしたい 

※簡易な診断ですので、詳しくはご相談ください。 

我孫子市社会福祉協議会 

金銭の管理や重要な手続き
（契約）等を自身で行うこと
が難しい 

認知症やその他
の障がいに備え
たい 

（あびこ後見支援センター） 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇我孫子市在住（在宅者） 

〇６５歳以上の高齢者夫婦・独居高齢者または障がい者世帯 

〇支援可能な親族がいない 

〇判断能力がある 

 

我孫子市社会福祉協議会は、住み慣れた地域で安心して暮らせるようさまざまな支援をしています。 

支援可能な親族がいない高齢者や障がい者に対して、医療や福祉制度等を利用する上で予想される今後の生活課題に

ついて相談・援助を行うことで、安心して地域生活が送れるようサポートします。 

どんなことをしてくれるの？ 

見守り 

サービス 

月１回 

・訪問または電話で健康チェックや生活状況の確認 

あんしん 

サービス 

・終末期の医療サービスに関する指示書の作成 

・緊急連絡先としての対応 

 
 

●施設入所や入院時の説明の立ち合いや契約時の同行・同席 

●終末期医療に関わる説明等の際に同行・同席 

 ※医療同意はできないため「医療サービスに関する指示書」を医療機関へ提供します 

●病院や施設への支払い代行 

●電気・ガス・水道、新聞等の利用休止手続きの代行、郵便物の確認・お届け 

●急な入院時、自宅にある必要な生活物品のお届け等 

■入退院・入退所の同行・同席  

１時間 ３,０００円  

（以降３０分 １,５００円） 

■入院・入所の際の家屋内支援 

１回 １３,０００円（２名対応） 

■その他の支援   １時間 ２,０００円 

（以降３０分 １,０００円） 

 

●銀行等からの金銭の出し入れ 

●重要書類等の保管    例）年金証書・権利証・印鑑等 

  ※貸金庫にてお預かりします  

●その他の生活支援サービス 

生活支援 

サービス 

     
遺言作成 

死後事務 
 

●専門職（弁護士等）との公正証書遺言等の作成支援 

●死後事務委任契約 

指定された方への連絡 

病院、施設への清算代行 

遺体の引き取り・火葬・埋葬等 

※専門職による遺言作成費用 

５万円～２０万円 

 

※ ●がついているサービスは、任意サービス（有料）となります。 

あんしん生活支援事業 

相談（面談） 

 

調査・確認 

 

審査会 

遺言書作成・ 

死後事務委任契約 

契約・計画書の作成 

預託金 

 

預託金なし 

※ 入院、死後事務にかかる預託金は、契約時にお預かりします。契約終了時に、残金は返金いたします。 

サービス開始 

利用できる方 

利用料 サービス提供までの流れ 

相談受付 
月額 ３，０００円 

※生活困窮者世帯に

対する免除制度が 

あります。 ■通常 

３０万円 

（入院費等の支払い） 

■施設入所の場合 

2０万円 

■預貯金の出し入れ  

１回 ２,０００円 

■書類等の保管   月額 ５００円  

(出し入れ１回 ２,０００円) 

■その他の生活支援サービス 

１時間 ２,０００円 

（以降３０分 １，０００円） 

■死後事務 

委任契約  

１０万円～ 


